
 

 

 

平成25年度中山間地域等直接支払交付事業の実施状況について 

 

中山間地域等直接支払制度の実施内容 

（１） 新十津川町基本方針認定年月日 平成22年8月11日 

（２） 集落協定認定年月日 平成25年７月31日 

（３） 対象農用地等 

集落名 

対象農用地（㎡） 
協定

参加

者数 

交付金額（円） 

田 

畑 

共 同 取 組 

活 動 

c 

農業者への

配 分 

d 

 

計 

c+d 

急傾斜 

a 

緩傾斜 

b 

田 計 

a+b 

大 和 0 1,332,603 1,332,603 0 35 5,330,412 5,330,412 10,660,824 

里 見 0 1,657,234 1,657,234 0 28 6,727,756 6,530,116 13,257,872 

文 京 0 1,051,045 1,051,045 0 31 4,204,180 4,204,180 8,408,360 

北花月 0 914,245 914,245 0 24 3,656,980 3,656,980 7,313,960 

樺 戸 0 780,716 780,716 19,283 16 3,156,609 3,156,609 6,313,218 

南花月 0 1,244,702 1,244,702 0 50 4,978,808 4,978,808 9,957,616 

上総進 0 3,373,586 3,373,586 24,504 34 14,400,592 12,673,860 27,074,452 

総 進 0 589,571 589,571 0 24 2,358,284 2,358,284 4,716,568 

学 園 10,853 2,117,833 2,128,686 0 28 8,585,288 8,585,289 17,170,577 

吉野・幌加 118,794 2,487,461 2,606,255 0 37 11,287,188 11,107,174 22,394,362 

合 計 129,647 15,548,996 15,678,643 43,787 307 64,686,097 62,581,712 127,267,809 

※ 交付金の負担割合：国１／２ 北海道１／４ 町１／４ 

（４） 共同取組活動 

集落名 農業生産活動等 農業生産活動等体制整備 主な使途 

大 和 法面草刈、水路･河川草刈 溝切機共同利用、担い手研修、有害鳥獣駆除対策 作業労賃、研修費 

里 見 
法面草刈、水路泥上・草刈、農道・周辺林

地草刈 

融雪剤共同散布、心土破砕共同作業、有害鳥獣駆

除対策 
作業労賃、融雪剤代等 

文 京 法面草刈、水路清掃・草刈、周辺林地草刈 畔塗機共同利用、防除機共同利用 作業労賃、機械修理代等 

北花月 法面草刈、水路清掃・草刈、農道･道路草刈 防除作業、有害鳥獣駆除対策、担い手研修 作業労賃、研修費 

樺 戸 法面草刈、農道等草刈、花壇整備 農道改良、畦塗機共同利用、担い手研修 作業労賃、研修費 

南花月 
法面草刈、水路清掃、周辺林地草刈、環境

保全看板設置及び撤去 

融雪剤共同散布、担い手研修、有害鳥獣駆除対

策、心土破砕共同作業 

作業労賃、爆音機設置費、融雪剤代、 

研修費 

上総進 法面草刈、水路砂利上・草刈 
融雪剤共同散布、水稲共同防除、担い手研修、暗

渠共同整備 
作業労賃、融雪散布車維持・保管料等 

総 進 法面草刈、水路泥上・草刈、周辺林地草刈 畔塗機共同作業、有害鳥獣駆除対策、農業体験 作業労賃、機械リース代 

学 園 
法面草刈、水路清掃･草刈・泥上、集落会館

周辺草刈・雪下し 
融雪剤共同散布、防除作業、担い手研修 作業労賃、融雪剤代等、研修費 

吉野・幌加 
法面草刈・水路点検･草刈、農道の点検･補

修、公共施設周辺整備 

畦塗共同作業、心土破砕共同作業、融雪剤共同散

布、パソコン･営農講習 

作業労賃、融雪剤代、研修費、団体助

成費 

（５） 事業期間 平成22年度～平成26年度（第３期対策 ５年間） 

 


